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用
し
て
日
く「

一

千
八
百
五
十
四
铝
普
魯
西
に
は
、

ラ
サ
ー
ル
を
罾
く
ぢ
の
、1

知
す
る
、が
如
く
、

一

 

千
五
百 

圓
以
上
の
所
得
を
有
す
る
名
の
は
、

一、

千
六
百
三
十
三
莴 

三
千
の
人
口
中
僙
に
四
萬
四
千
四
百
〇
七
人
に
過
ぎ
な
//
>

つ̂

が
、

一
千
八
百
九
十
四
年
か
ら
同
九
十
五
年
に
至
る

I

 

$

の
間
に
は一
千
五
ー
白
圓
以
上
の
所
得
を
有
す
る
名
の 

は
三
千
三
百
萬
の
全
人
ロ
中
三
十
ニ
萬
ー
千
二
百
九
十
六 

人
と
爲
6

、
更
に
一
千
八
百
九
十
七
年
ょ
6

同
九
十
八
年 

に
至
る
年
度
に
は
三
十
四
萬
七
千
三
百
一
一
十
八
人
に
®
加 

し
て
ゐ
る
0

.

卽
ち
A

P

の
陪
加
す
る
間
に
？
滿
足
な
石
生 

活
を
營
み
つ
、
ぁ
る
者
の
數
は
七
倍
に
増
加
し
て
ゐ
る
。 

而
し
て
一
チ
八
百
六
十
六
年
に
併
合
せ
ら
れ
把
地
方
に
於 

て
は
舊
普
#
西
の
本
土
に
比
し
て
相
當
以
上
の
所
得
を
有 

す
る
者
の
數
多
き
こ
と
を
認
め
、
且
つ
叉
生
活
資
料
の
價 

格
は
此
期
問
に
著
し
く
騰
貴
し
杧
る
の
事
實
を
參
酌
す
る
• 

i

做
ほ
全
人
ロ
に
對
す
る
相
當
以
上
の
生
活
を
爲
し
つ 

、
ぁ
る
者
の
此
率
は
一
に
對
す
る
ニ
の
割
合
を
以
て
增
加
一 

し
杧
る
乙
と
が
明
於
で
ぁ
る
。
觅
に
展
期
間
に
就
い
て
觀 

察
す
る
と
一
千
八
西
七
十
六
年
7)
>
ら一

千

八

百

九

十

年

に 至
る
十
四
年
問
に
鈉
栊
者
總
數
は
ニ
割
五
)1
:

六
€
の
增
加 

を
爲
せ
る
に
一
千
圓
乃
至1
萬
圆
の
所
得
©
も
安
樂
な
る 

生
涯
を
送
6

つ
、
ぁ
る
市
民
及
び
小
市
民
階
級
は
三
劄

j 

分
五
厘
ニ̂

の
劄
命
を
以
て®

加
.しV

、

ゐ
る
。
所
謂
資
產 

家
階
級
卽
ち
ー
一
一
千
圆
以
上
の
所
得
を
有
す
る
者
の
：數
は
同 

期
間
內
に
五
割
八
分
四
厘
七
宅
の
增
加
を
爲
し
杧
。
此
®
 

加
の
六
分
の
五
は
三
千
圓
か
ら
一
萬
圓
に
至
る
相
當
の
所 

得
.を
有
す
る̂P

の
、
增
加
に
基
く̂
5

の̂
で
ぁ
る
。
這
般
の 

比
率
は
獨
逸
聯
邦
中
最
名
：丄
業
の
發
達
せ
る
索
通
に
於
て 

?

亦

同一

で
ぁ
る
。
同
國
でt t
八
百
圓
乃
至
一
千
六
百
圓 

の
所
得
を
有
す
る
者
の
數
は
一
千
八
百
七
十
九
年
に
六
萬 

ニ
千
百
四
十
人
な6

し
S

の
於
、

ー
千
八
百
九
十
年
に
は 

九
萬
一
千
百
ニ
十
四
人
に
增
加
し
、

一

千
六
百
圆
於
ら
四 

千
八
百
圓
に
至
る
所
得
を
有
す
る
者
の
數
は
同
一
期
間
に 

ニ
萬
四
千
四
百
十
四
人
か
ら
三
萬
八
千
八
百
四
十
一
人
に 

達
し
て
ゐ
る」

云
々
と
。

酱
魯
西
及
び
索
遜
雨
國
の
所

#.
税
統
計
か
ら
引
用
し
杧 

是
等
の
數
字
は
中
流
階
級
漸
次
戈
梢
減
し
て
貧
面
窮
迫
の 

壻
加
を
見
る
に
至
る
は
正
に
資
本
制
度
の
避
く
可
ら
次
る

結
果
な
6

と
做
す
マ
ル
ダ
ス
の
學
說
、が
毫
名
確
實
な
る
^P.

 

の
に
あ
ら
^

.̂

の
説
左
と
し
て
見
る
可
き
^P

の
で
^

る
。

.

.

斯
く
て
べ
ル
ン
ス
タ
ィ
ン

&
之
を
槪
s'
し
て
日
く
、「

a 

代
に
於
け
る
經
濟
上
の
發
達
は
單
に
相
對
的
の
'み
な
ら
す

 

絕
對
的
に
名
亦
資
產
所
洧
漭
の
數
を
減
削
す
る
の
傾
向
あ

 

6
と
の
主
張
は
徹
頭
徹
尾
誤
謬
で
あ
る
。
彼
等
の
數.
は
絕

 

對
的
に
S
相
對
的
に名

共
に
爾
加
の
勢
を
示
し
て
ゐ
る
。

 

若
し
社
會
民
主
政
治
のM
a及
び
將
^

の
希
璲
が
資
產
所

 

有
者
數
の
減
退
に
基
礎
を
有
し
て
届
る
と
し
把
な
ら
ば
、

 

そ
は
疋
に
あ
ら
ゆ
る
希
螌
を
抛
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
乙

 

と
と
爲
る
の•で
あ
る」

と
。
彼

は「

絕
え
卞
其
數
を
減-
b 

つ
へ
あ
る
少
數
の
大
資
本
家
に
由
4
て
あ
ら
ゆ
る
*

餘
很
 

値
を
吸
收
せ
ら■る
、
に
至
る」

i
の
思
想
を
以
て
妄
信® 

見
な
6
と
做
し
て
ゐ
る
。

(

次
號
究
結-)

へ

ル

マ

ン

ハ

イ
ン

リ

ヒ

ゴ

ツ

生

誕一

西
年
記
念
の
爲
め1C

小泉信三

主
觀
的
價
値
學
說
最
初
の
代
表
者
の
一
人
と
し
て
、
叉 

限
界
利
用
說
の
鼻
祖
と
し
て
今
日
の.經
濟
學
者
は
へ
ルY 

j 

\
、

ハ
ィ
ン
リ
ヒ
、
ゴ
ッ
セ
ン
の
名
を
知
る
。
而
於
名
彼 

\

の
生
涯
及
汶
其
爲
人
に
就<

は

1

般
に
多
く
敎
へ
ら
る
、

i t

經 
i

I J
! i
l !

_

f t 

S

一
 

現
を
割
く
事
を
借4

f
o

る
に
關
ら
支
、
ゴツセン 

I

の
名
は
遂
に
1 1

却
せ
ら
る
。(「

コ
ン
ラ
ッ
ド」

盤
ハ
®

®
 

i

第
三
版
は
短
き
小
傳
を
揭
ぐ

)

.卽
ち
彼
は
芷
に
理
論
經
濟 

|

«
者
の
列
中
に
數.
へ
ら
.
る

可

く
し
て
^

其̂
事
な

6̂

し 

|

な
6

。
今
や
彼
れ
死
し
て
五
十
年
、
其
書
出
で
、
六
十
年
、 

マ
而
し
て
彼
抓
生
誕
の
塒
ょ6

茈

に
1

百
年
を
經
祀
6

、
妓 

に
彼
の
生
涯
と
其
著
述
に
就
て
少
し
く
誌
^
ん
と
す
る
は 

金
く
其
機
會
.

U

非
*
と

云

ふ

.可

ら

fo

る
な
，

0
。
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雜

錄

. 

六
八

.
へ
.
ル
マ
ン
、
ハ
ィ
ン
リ
ヒ
、ゴ
ツ
セ
ン
は
一
八
一
〇
年
九
月
に
此
會
社
は
成
功
を
見
る
事
能
は

?

り
し
を
以
て
、

一
八 

七
日
、一

收
税
逛
の
子
と
し
て
當
脖
佛
國
主
權
の
卞
に
あ
五
〇
：年
該
事
業
ょ

6

退
き
、
爾
後
其
毋
及
び
ニ
人
の
姉
妹 

6

し」
小
都
市
.

「

デ
ユ
ー
レ
ンJ

 

(
r
k
i
r
e
n
)

に
生
る
。.
幼
一
と
共
に
キ
ョ
ル

.
、

\

に
隱
住
し
て
其
著
作
の
.究
成
に
從
事 

に
し
て
數
學
の
才
を
示
せ
し
於
父
の
意
に
從
ひ
行
政
宫
吏
せ
6

0

彼
の
*

書
は
一
八
五
四
年
夏
ブ
ラ
ゥ

\

シ
ユ
ヮ. 

f c

ら
ん
.
於
爲
め
法
律
を
學
ぴ
、
傍
ら
伯
林
及
び
ボ
ン
に
ィ
ヒ
の

為

0
 ̂

2
。

ぼ
ょ
ろ

|±
!
づ
、(

伹
し

^
文
0 

於
て
ホ
ツ
フ
マ
ン
及
ヵ
ゥ
ブ
マ
ン
に
就
て
經
濟
學
の
講
日
付
は
五
三
年
一
月

i

あ
6

)

其
標
題
は「

人
類
交
通
の 

義
を
？

聽
間
す
。
伹
し
此
講
義
は
彼
に
左
ま
で
の
刺
激
法
則
遛
に
是
ょ

6

生
岁
る
人
類
行
動
の
規|
則

の

發

展」 

を
與
へ
^

6

き
。
一
八
三
四
年
キ
ヨ
ル

V

に

於

て

宫

職j 

(
E

a.w
i
c
k
h
i
n
g

 

d
e
r

 

G
e
s
e
t
z
e

 

d
e
s

与

e
n
s
c
h
l
i
c
h
s

 

v
e
r

 

(
R
e
g
i
e
r
u
n
g
o
r
e
f
s
e
r
e
n
d
a
r
)

に
就
き
し
名
行
政
實
務
に

；
k
e
h
r
s
,

 

u
n
d

 

d
e
r

 

d
a
r
a
u
s

 

f
l
i
e
s
s
e
n
d
s

 

R
e
g
e
i
n

 

f
a
r

 

m
e

n

 

例
等
の
興
味
を
有
せ
^
、
做
ニ
年
間
大
學
に
學
ば
ん
事
を
；
：s

c
h
l
i
c
h
e
s

 

H
a

n
d

e
l

n
)

也
。
彼
は
自
ら
序
し
て
此
書
は
ニ 

希
望
せ
し
が

(

思
ふ
に
ゴ
ツ
セ
ン
は
學
者
龙
ら
ん
事
を

|

十
年
潜
思
熟
考
の
產
物
な

6

と
云
ふ
。

一
八
五
三
年
蜜
扶 

欲
せ
し
な
ら
ん)

父
の
許
可
を
得
る
事
能
は
次6

き0

 

j

斯
に
犯
^

る
、
や
强S

て
病
を
狎
し
*

る
爲
め
、
遂
に
肺

患
を
#

て
病
勢
漸
く
進
め6
0

其
後
彼
は
音
樂
理
諭
の
構 

成
に
カ
め
杧
る
？
。
此
研
究
は
成
功
を
見
岁
し
て
一
八
五

九
年1

1

月

十

三

日

終

に

病

に

倒

れ

年

を

享

く

る

事

一
八
四
四
年
に
至6

、
初
め
<
第
ニ
间
國
家
試
驗
に
及
第 

し
、
先
'つ
マ
グ
デ
ブ
ル
ヒ
の
定W

官
と
な
6

、
後
エ
ル 

フ
ル
ト
に
移
る
G

其
の
.

父
の
沒
す
る
や
、

一
八
岡
七
年 

の
末
宫
を
棄
て
、
伯
林
に
去6

、

一
 

八
四
八
年
の
革
命
に|

四
十
有
九
。

際

し

て

は

自

由

主

義

に

驅

ら

れ

て

之

に

加

檐

せ

し

が

、

翌

一

ゴ

ッ

セ

ン

は

自

ら

其

著

作

の

價

値

を

信

岁

る

W
厚

く

、 

四

九

年一

伯

S義

A
i共
に

火

炎

、

霰

害

、

家®保
險

の

其

序

文

中

に

於

て

己

れ

を

「
n

ぺ

ル

1
1

ク

ス」

に

比

較

し
 

1

會

社

を

設

立

せ

ん

が

爲

め

キ

ョ

ル

ン

に

移

る

。

然

る
n

ぺ

ル

一

一

ク

ス

於

空

間

內

幾

多

li
±

界

の

共

在

運

動

に

關
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し
說
明
し
#

t t

る
所
を
彼
は
地
球
上
の
人
類
共
存
に
就
て 

爲
し
得
t t
6

と
自
信
せ
6

。
然
る
に
此
著
作
の
®
評
は
甚 

だ
彼
の
自
信
と
相
副
は
次
る
者
あ
-
o

'
出
版
の
當
辟
に 

於
て
何
等
の
反
響
を
喚
起
す
る
事
な
於
6

し
の
み
な
ら
岁 

爾
後
^

し
く
世
間
の
注
意
ょ
ろ
閑
却
せ
ら
れ
把
6

0 

(
K
a

丨 

u
t
z

 

いH
h
e
o
r
i
e

 

u
n
d

 

G
e
s
c
l
i
i
c
h
t
e

 

d
e
r

 

N
a
t
i
o
n
a
l

o.-
k
o
n
l

 

o
m
i
k
,

 

1
8
5
8
.

及
び 

p

n.e
d
r
i
c
h

 

A
l
b
b
r
t

 

L
a
n
g
e

 

; 

A
T
I

 

I
D
e
i
t
e
r
f
r
a

crQ
e
,

 

IOO
7
0
.に
性
量
木
と
®
難
の
理
論
を
述
ぶ
る 

名
の
と
し
て
ゴ
ツ
セ
ン
の
著
を
擧
げあ

-
o

)

然
る
に.

j

八 

七
〇
年
代
に
入
る
や
、
價
値
及
び
交
換
に
就
て
.
從
來
ょ
6
 

?

精
到
な
る
研
究
を
試
み
^

る

^
$
1
"

 

M
e
n

crq
e
r
o
r
u
n
d
—

 

s
p:
t
z
e
 

d
e
r

 

v
o
l
k
s
u
r
-
r
t
s
c
h
a
f
t
s
i
e
h
r
e
,

 

W
i
e
n

 

1
8
7
1
)

 

S
t


a
n
l
e
y

 

J
e
v
o
n
s

 

(
T
h
e
o
r
y

 

o
f

 

w

o
r-
*

£
0
0
,
,

 

L
o
n
d
o
n
.

 

1
00 

7

r)

i
^
o
n
 

w
a
i
r
a
s
(
£
i

rDV
m
e
n
t
s

 

c
r
e
c
o
n
o
m
i
e

 

d
o
l
i
t
i
q
u
l

 

 ̂

p

f
 

L
a
u
s
a
n
n
e

 

1
00
7
4)

の
三
著
現
は
れ
し
於
、
此
中 

ジ
工
グ
オ
ン
ス
と
ヮ
ル
ラ
は
相
互
獨
立
し
て
需
要
滿
足 

の
極
限
に
闕
す
る
數
學
的
妍
究
を
案
出
し
杧
る
名
の
に
し
一 

て
其
發
見
の
前
後
に
就
き
問
題
起
れ6

。
然
る
に
年
代
ょ 

6

云
ふ
辟
は
ジ
工
グ
オ
ン

ス
先
だ
つ
事
三
年
な
る
を
以

V

雜

錄

ヮ
ル
ラ
は
遂
に
讓
步
せ‘
次
る
を
得
ヤJ
6

し
於
、
四
年
の
後. 

ジ
工
グ
才
ン
ス
は
ワ
ル
ラ
に
書
を
送
て
彼
自
ら
名
發
見 

一
者
'-i
t

る
の
名
は
之
を
一
八
五
四
年
に
出
版
せ
ら
れ
全
く
. 

j

知
ら
る
、
事
な
く
し
て
終
ろ
、
近
脖
に
至
て
*
く
發
見 

さ
れ
*

る
一
書
の
著
者
に
譲
ら̂

る
可
ら̂

る
を
言
；

5
、

一一

八
七
丸
年
に
現
は
れf c

る
自
著
第

〗
一

版
の
序
に
於
て 

ジ
エ
グ
才
ン
ス
は
明
於
に
ゴ
ツ
セ
ン
を
以
て
彼
の
先
人 

な
6

i

稱
し
、
其
功
業
の
顧
み
ら-

る
、
事
な
く
し
て
終 

6

し
を
嘆

^

*

ろ
0

於
此
ヮ
ル
ラ
は
ゴ
ツ
セ
ン
硏
究
を 

\

始
め
、

1

八
八
五
年
へ
へJ

o
u

r
n

a
l

d
e

s

 

E
c

o
n

o
r

m
i

s
t

e
s

こ 

に
龄
て「

知
ら
れ̂

る

j

經
濟
學
者」

と
題
し
て
其
研
究 

の
結
果
を
發
表
し
、

同
匕
く
ゴ
ツ
セy
於
»
■
の
大
な 

る
を
嘆
稱
し
、
此
人
を
閑
却
す
る
の
不
當
な
る
を
論
ヒ

*

 

6

0實
に
ゴ
ツ
セ
ン
の
頭
腦
の
犀
利
と
思
想
の
明
確
な
る
は 

驚
く
可
き
者
あ6

。

尤

^
^
^
彼

以

前

に

於

て

名

彼

と

同

匕

き
 

見
解
を
發
表
し*

る
者
あ

6

し
は
事
實
な
れ
共
少く
 
S

彼 

は
之
を
知
ら̂

し
て
自
説
を
案
匕t t

る
者
の
如
しo

評
價 

の

過

程

(
B

e
w

e
r

t
l

m
g

s
v

o
r

^
n

g
e

)

の
說
明
に
數
學
の
方

..交



雜

錄

. 

'

^

式
-を
@

し
1 \

又
價
値
を
純
然
允
る
主
観
的
見
地
よ6

觀 

察
す
名
事
は
彼
の
前
に
已
に
試
み
杧
る
人
ぁ
6

。

第
一 

の
點
に
就
て
は
佛
蘭
西
の
數
學
家
ク
ル
ノ
ー
、
デ
丄
ビ 

ユ
ィ
を
數
ふ
可
く
、：
主
觀
的
價
値
論
に
就
て
は
先
づ
ダ

\ 

し
デ
ン
7
 

♦ロ
ッ

ツ

、

.
トI

マ

ス

t

擧
ぐ
可
し0

然
れ
共
一

ゴ
ッ
セ
ン
/J

>

姘
究
の
■
結
*
は
是
等
學
者
が
研
究
の
結
果 

を
拔S

て
遙U

遠
き
者
ぁ
6

。
ト
ー
マ
ス
の
如
き
名
僅
か 

に

「

：
：.
：•一

物
の
®
値
の
變
動
に
關
す
る
法
則
は
之
を
立 

.
定
す
る
こ
と
を
能
は
す：
■:
:國
家
經
濟
學
は
此
の
如
き
法

則
を
要
求
せ
^
.
只
一
物
の
價
値
は
幾
ら
か

(etwas )

一

な
ん
.
と

考

ふ

る

を

以
て
足
る
¥く

.
此
價
値
變
動
»

欲

望

(
B
e
g
e
h
r
e
n
)

の
强
3

-l
c
依
る
に
外
な
ら
^
る
事 

を
知
る
を
以

<

滿
足
す
可
け
れ«

な
6

、
と
ニ
ム
ひ
得̂

石

| 

に
业
6

。
反
之
ゴ
ツ
セ
ン
は
欲
望
强
度
の
減
少
に
關
す
ー 

る
一
般
的
命
題
を
下
し
允
る
に
止
ら
岁
、
更
に
之
よ
6

生
\ 

岁
る
人
類
行
爲
の
一
般
的
法
則
を
權
成
せ6
0
 :

彼
は
ト
一 

I

マ
ス
等
と
選
を
異
に
し
深
色
個
人
心
理
的
研
究
を
試 

み
經
濟
學
を#

張
し
て
一
の
享
樂
學(G

e
i
s
l
e
h
r
e
)

と 

し
、
31
一
 

の
享
樂
心
.理
學
を
構
成
せ
んi

志
し
、
其
思
索

七
0

は
理
論
經
濟
寧
上
に
甚
だ

重
：：

婴
な
る
結
果
を
齋
ら
し
お
る 

な
6

0
 

'

彼

は「

人
類
は
其
生
活
を
樂
ま
ん
事
を
希
望
し
、
且
つ 

其
生
活
の
目
的
は
生
涯
の
享
樂
を
出
來
得
る
眼
6
高
む
る 

事
に
存
す」

(

一
頁)

と
の
斷
定
ょ
6

出
發
し
、此
場
合
に
は 

單
に
瞬
間
の
享
樂
の
み
び
ら

ず

全

生

涯

の

，
享

樂

全

量

を

最
 

大
な
ら
し
む
可
く
エ
風
せf

o

る

可

ら

す

と

云

ひ

、
，

W
f

木
於 

如
何
に
行
は
る
、
か
を
考
へ
て
直
ち
に
'彼
の
重
®

な
る 

「

同

一

享
樂
の
大
さ
は
絕
へ
す
之
を
繼
續
す
る
蹄
は
遞
次 

狨
少
し
"
遂
.に
飽
實
の
.點
に
達
し
て
此
む」

と
の
命
題
に 

到
達
せ
i

後
に
プ
尤
ヒ
ナ
ー
於
E
*
bに
鑛
張
しV

『

刺 

戟
漸
馘
法
則』

と
洛
け
f

此
法
則
は
兹
に
ゴ
ツ
セ
ン 

に
依
て
始
め
て
明
瞭
に
發
表
3

れ
*

る
な
6

グ
ィ
ー
ザ 

t
•之
れU

侖
名
し
て「

ゴ
ツ
セ
ン」

法
'則
と
#
す
。
次
に
此 

法
則
ょ
6

彼
は
更
に
全
て
の
人
類
行
爲
に
關
す
る
左
の
命 

題
を
引
き
來
る
。
卽

ち「

多
く
の
享
樂
併
存
す
ん
名
、
肺 

間
之
を
許
^
^
石
赌
は
其
受
く
る
官
囊
の
量
を
最
大
な
ら 

し
め
ん
が
爲
め
各
古
1

を
其
一
部
に
止
め
其
瞵
間
に
於
て 

各
部
よ
6

受
く
l

a

s木
を
均
一
な
ら
し
む
る
好
如
く
す
一

(

大
意)

此
は
實
例
に
依
て
說
明
す
れ
ば
最
名
明f t

な
る
可 

し
。
卽
ち
或
人
が
植
々
の
享
樂
若
く
は
欲
望
を

(
A

I
C

)

 

を
有
し
同
一
の
享
樂
を
數
次
繰
返
す
と
假
定
せ
よ
一 

A
B

C

3

 

3

 

—

 

\

;

、
 

. 

\ 

右
場
合
に
於V

各
享
樂
の
大
3

は
之
を
繰
返
す
事
に
依
て 

遞
次
減
少
ず
る
事
第
一
法
則
の
敎
ふ
る
所
な

6

。
r

し
て

一
 

此

場

合

人■«
ロ
ハ
享
樂の
四
單
位
を
享
樂
す
る
丈
け
の
塒
間 

を
有
す
る
者
と
で
ば
、
其
人
は
人
を
繰
返
す
事
を
三
词
に
. 

止
む
可
し
、
何
と
な
れ'«

B

の
第
一
は
の
A

第
四
よ
6

?
 

大
な
れ
ば
也
。
此

法

則

は
'ゴ
ッ
セ
ン
以
I W

に

^

へ

允

る 

人

な
t

に
非
ず
と
雖
名
、
之
を
正
確
明
瞭
に
道
破
し
、

\ 

且
つ
之
を
經
濟
學
上
に
應
用
し
杧
る
功
は
ゴ
厌
に
歸
せ
次

) 

る
可
ら

。̂
之
を
レ
キ
ン 

'ス
と
北
ハ
1C「

m
一
 j 
'コ
ツ
セ
ン

 ̂

則」

i

云
'

ふ
毫
令
不
可
5

し
。

次
に
ゴ
ツ
セ
ン
は
價
値
の
槪
念
を
與
ふ0
5ロ
人
が
生
活 

の
目
的
を
達
す
る
に
有
益
な
る
於
如
き
外
界
の
狀
態
を
指 

一
し
<

、
外
界
は
吾
人
に
取6
償
値
を
有
す
と
云
ふ0」

(

ニ 

I

四
頁)

a

に
此
見
地
ょ
6

進
ん
で̂

^

の
目
が
物
を(

ィ) 

吉
蘂
資
料
7

)

第
ニ
級
0

的
物
及
び(

C

第
三
級
目
的
物 

の
三
種
に
分
つ0

(

ロ)

は
大
體

「

メ
ン
ダ

 

I
I 

„
 

の 

k
o

m
p

i
e

3
e

n
t

;
s

.
r

e

 

G

S

fl
J
r 

(

補
足
财)

に
同
ヒ
く
ヽ
車
の
爲
め
の
馬
暖
爐
の
爲
め
の
燃 

料
の
如
き
者
、
叉(

、ノ 

)

は
！

I
f

蘂
資
料
の
製
出
に
有
喪
な
る 

名
決
し
て
其
自
身
古
！

^

資
料
叉
は
其
ー
部
杧
ら
次
る
者
、

|

卽
も
原
料
器
其
器
械
等
の
如
し
而
し
て

「

此
種
目
阶
® 

(

卽
ち
第
三
級
H
的
物)

の
評
®
は
享
樂
資
料
製
出
に
有 

益
な
る
@.
度
に
從
て
間
接
に
行
»
る
4>
次
で
ゴ
历
は「

同 

.一
首
1
資
料
の
個
々
の
原
子
は
甚
だ
異
れ
る
價
値
を有 

ん
、
各
人
に
取
'6て
e
此
原
子
の
一
定
數
卽
ち1

定
量
の 

|

み
が
價
値
を
有
す
る
事
を
明
言
せ6
0 (

三
一
頁)

「

凡
て 

)

一
般
に
價
値
を
有
し
得
る
者
の
中
'#
其
一
忠
最
の
み
が
價 

値
を
有
す
、
此
點
以
上
の
增

ir
rは
常
に
無
價
な
6
。
此
無 

價
點
は
量
の
螬
大
と
共
に
近
づ
き
來
る
を
以-C
最
初
の
量



は
最
高
の
價
値
を
有
、し
.、
新
允
ビ
加
は
る
各
量
は
各
よ
6

. '
.

し
來
れ
る
名
人
の
拿
樂
な
る
見
地

^

ろ
す
れ
ば
、
享
樂
ぱ 

少
き
價
値
を
有L

、
遂
に
無
價
に
到
達
す(

三
三
頁)

」

'

此

物

質

財

よ

ろ
.
來
る
と
非
物
.質
財
よ
ぅ
來
る
と
は
問
ふ
■所 

學
に
於V

燠
墨
の
限
界
利
用
說
は>r

ッ
セ'

V
1

0
H

グ
ニ
に
非
、！̂

故
に
此
の
如
き
制
限
を
撤
去
し
マ
を
し
て
人 

才
ン
ス
、
V

ル】

フj 

.，の
夫
れ
i

j
形
を
異
に
す
o

.卽
ち
前
者j

生
享
樂
の
最
大
量
を
得
せ
し
む
可
く
助
く
る

」

を
以
て
W
 

に
從
へ
ば
谷
}

定
量
の
價
値
は
最
終
部
分
の
價
値
に
從
て
.

一
學
の
目
的
と
な
し
、
之

に

對

し

て

は

G
e
i
s
l
e
h
r
e

 

(

享 

許
量
す
司
き
潘
に
じ
て.
、
其
#

明
-
こ
し
て
自
由
財(

例

べ

ば|

樂
學)

な
る
名
稱
を
與
ふ
可
し
と

(

三
四
頁
、
，
0

最
^P

兹
に 

河
水)

に
就
て
は
其
全
量
於
無
價
な6

と
す
れ
共
、
之
れ.
S

亦
ゴ
ッ
セ
ン
於
近
槠
屢
々
開
却
せ
ら
る
、
重
要
な
る
眞 

か
±

猶
も
見
：^
よ
-C

s
一
 

步
岐
路
に
踏
入
れ

^

る

者

に

し

理

を

道
* .

す
る
を
^

る
。
經
濟
寧
を
以
て
貨
財
生
產
の
擧 

て
且
享
樂
の
際
に
放
け
る
則
の
使
用
を

「

犧
牲」

と
考
ふ
な
ろ
と
考
へ
經
濟
問
題
と
技
術
問
題
とを
混
淆
す
る
は
®
 

る
.
5

く
者
也
。

' 

濟
學
A

進
歩
の一

大
原
因
に
非
岁
や0 

反
之
一
ゴ
ッ
セ
ン」

の
如
く
一
車
樂
の
度」
を
純

心

理

的

に

觀

併

し

乍

ら「

ゴ
ッ
セ
ご
は
享
樂
の
純
心
理
的
讲
究
を
行 

察
せ
ん
か
、
河.水
と
雖
其
最
初.の
一
杯
は
最
大
の
.享

樂

を

ふ

に

當.て
此
等
の
出
發
點
よ6

事
實
上
の
經
濟
的
行
働
及 

與
へ
、
之
に
次
ぐ
各
杯
が
：漸
小
な
る
享
樂
を
與
ふ
る
事
明
一
び
過
程
に
渡
る
可
き
橋
梁
を
架
す
る
事
を
忘
れ
杧

6

0

經 

白
也
、
之
れ
限
界
#

用
說
の
主
要
な
る
過
失
の
第
一
に
し
濟
學
は
享
樂
學よ
-o

出
發
す
可
き
者
に
し
て
決
し
て
之
に 

て
ゴ
ッ

セ

ン
》
能
く
2

を
避
け
龙
る
也
0

Jf
c

i

る
可
き
者
に
非
ず
、
帘
に
主
觀
的
評
價
過
程
の
硏
究 

然
れ
共
此
點
に
於
て
ゴ
ッ
セ
ン
の
純
心
理
的
挤
究
法

3

に
滿
足
せ
ず
し
て
亦
實
に
客
觀
的
過
程
を
％
說
明
す
可
き 

經
濟
的
見
地
よ6

觀
れ
ば
一
步
邪
路
に
走
れる

名

の

と\
也
。
而
し
て
如
何
に
之
等
客
觀
的
過
程

(

例
へ
ば
代
價
構 

云
ふ
べ̂

を
得
可
き
か
0

彼
以
爲
ら
く
經
濟
學
を
從
來
成

)
炉
再
び
各
個
人
の
主

1 1

吣
評
慣
に
»

す
可
き
か
の 

所
請
有
形
財
と
人
類
と
の
關
係
を
研
究
す
る
を
以
て
職
と
說
明
は
今
日
#
•
甚
だ
不
充
分
な

6

。
ゴ
ッ
セ
ン
》
何
等
の

73

代
價
理
論
を
與
ふ
る
事
な
し
。
故
に
叉
其
箸
書
の
以
下
の 

部
分
は
經
濟
理
論
に
取
ぅ*

，ま
で
有
要
な6

と
云
ふ
事
能 

は
す
。
 

*

今
、、

n

ツ
セ
ン
は

一

般
に
享
樂
を
得
る
に
は
努
カ
及
ぴ
费 

用
を
要
す
る
事
を
考
ふ
可
き
順
序
と
な
れ
-0

。

然
る
に
彼 

の
思
想
は「

困
難」

(
B
e
s
c
h
.
w
e
r
d
e)

な
る
心
理
的
槪
念
と 

f

力
作J

 

(

勞
働)

な
る
生
理
的
槪
念
以
上
に
出
で
岁
。
然 

る
に
之
等
槪
念
は
遙
か
r .
芷
確
に
し\

し

計
量
し
得
可
き
原 

費

(
K
o
s
t
e
n
)

な
る
槪
念
に
客®

化
す
る
事
を
得
、
且
つ 

之
に
依
て
經
濟
理
論
を
單
な
る
享
樂
學
以
上
に
進
め
、
客 

觀
的
原
费
扰
較
を
以\

し

主
觀
的
評
價
に
代
ふ
る
事
を
得
可 

き
な
6

。
然
る
に
ゴ
ツ
セ
ン
此
事
を
爲
さ
少
.、
.從
て
經
濟 

行
爲
は
單
に
最
大
の
享
樂
に
存
せ
す
し
て
出
來
得
る
限
6
 

最
高
の「

收
益」

、
卽
ち
出
來
得
る
限
ん
®
一
咼
な
る
利
用
の 

餘
^ 1

に
存
す
る
の
理
を
明
言
す̂
事
能
«

^

6

き
。
卽
ち 

ゴ
ツ
セ
ン
の「

不
快
威」

を
看
る
甚
だj

面
的
に
し
て
單 

に
財
獲
得
の
爲
め
の
動
作
に
於
け
る
困
難
の
み
を
考
へ
、

論
匕
、
其
槪
念
を
不
當
に
錯
雜
な
ら
し&

杧
ぅ
。
此
點
1 C 

龄
て
は
ゴ
ッ
セ
ン
は
遙に

メ

ン
ガ
！
の
研
究
に
及
ば
次
る 

於
：如
し
。

以
上
所
説
の
結
果
を
ゴ
ッ
セ
ン
は
左
記
の
諸
法
則
に
於 

て
要
言
せ
6

。
卽

ち「

生
涯
の
拿
樂
を
最
火
な
ら
し
め
ん 

が
爲
め
に
は
人
は」

(

一)

彼
に
可
能
な
る
享
樂

.の
數
及
.び
其
絕
對
的
の
大3
 

を
出
來
得
る
限6

增
加
し
、

(

ニ )

其
勞
働
カ
及
び
熟
練
を
出
來
る
限6

高
め
、

.

(

三)

充
分
な
る
«
_の
爲
め
に
必
要な
る

勞
働
を
出
來 

得
る
限
ヵ
小
に
し
、
及
び

(

四)

是
等
諸
條
件
の
許
す
程
度
に
從
て
、
合
理
的
に
其 

力
を
®

々
の
享
樂
に
用
ひ
ぎ
る
可
ら
す
、

(

卽
ち
享 

樂
を
止
め̂

る
瞬
間
に
於
妙
る#

享
樂
の
大
5

を 

均
一
な
ら
し
む
る
事)

と
0

.

然
れ
共
實
際
の
場
侖
に
於
て
は
偸
理
道
德
他
愛
心
等
の 

同
辟
に
作
用
す
る
あ
る
を
以
て
全
人
類
行
爲
に
S

す
る
指

更
に
如
何
な
る
動
作
名
先
づ
人
に
享
樂
を
興
へ
、

.

之

を

繰

，針
と
し
て
是
等
法
則
の
價
値
疑
は
し
き
は
論
を
俟
允
す
。 

返
す
事
に
依<

零
に
歸
し
、'

次
で
困
難
の
遞
增
を
見
るi

叉
右
述
の
諸
絛
件
中
に
相
雨
立
せ
次
る
者
あ

6

、
卽
ち「

最

; '
,
 

:
:
:
雜 

' 

齔 

'
 

.

-

:

,

:

1
 

一' :
I

 

'
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:

'

雜

.錄 

.
，

'

%

多
數
の
享
樂
を一

部
宛
享
受
す
る
の
必
要
は
勞
働
カ
を
凡 

て
是
等
權
々
の
享
樂
に
分
つ
事
を
前
提
と
す
るに
、
熟
練 

を
高
め
必
要
な
る
罾«

を
可
成
小
に
す
る
の
必
喪
は
人,
 

其
行
爲
力
を
可
成
少
數
の
享
樂
に
限
る
事
を
要
求
す

」

。
而 

し
て
交
換
の
0

的
は
之
等
兩
立
(>
難
き
要
求
を
同
赌
に
禰 

す
に
あ
み
。
故
に
叉r

一
 

定
の
物
は
交
換
に
依
て(

其
交
換 

に
依
て
何
#
の
變
化
を
被
ら
次
る
著
し
く
其
價
値
を 

增
加
す」

と
。

次

に「

全
人
類
に
對
し
享
樂
の
全
量
を
最
大
な
ら
し
め 

ん
爲
於
め
に
は
各
財
を
幾
何
丈
け
生
產
す
可
き
や

」

の
問 

題
《
ゴ
ッ
セ
ン

1 C

從
へ

ば「

各
目
的
物(

財

)

の
各
一
に 

歸
す
る
最
後
の
原
子
好* '
«

#

の
際
に
於
け
る
^
力
と
比 

例
し
<

等
し
き
，享
樂
を
與
ふ
る
於
如
く
生
產
を
組
織
せ 

ば」

學
理
的
に
解
決
し
得
ら
るi

云
ふ
。
之
れ
前®

ゴ 

ッ
セ
ン
第
二
法
則

』

を
應
用
し
f

c
る
者
に
し
て
此
法
則
が 

經
濟
學
と
最
重
要
な
る
所
以
な6

。
然
れ
共
有
の
所
論
は 

凡
て
の
人
财
各
其
利
益
を
芷
確
に
知6

、
且
つ
競
爭
の
絕 

i l

的
自
*
及
び
勞
カ
資
本
の
究
全
な
る
对
動
性
を
前
提
と 

す
。
ゴ
ツ
セ
ン
は
此
制
限
を
認
む
る
事
些

/ P

不
充
分
な

七
四

る
の
慽
あ
6

0
 

次
t

轉
b

て
彼
の
貨
幣U

對
す
る
見
解̂

窺
は
ん
。
ゴ 

ツ
セ
ン
は
t

幣

從

つ

て

代

價

は「

M

値
の
尺
度
に
あ
ら 

方」
(
一

四
九
頁)

併
し
乍
ら
貨
幣
は「

一

0

的

物

の

_

罾

に 

要
す
る
勞
働
の
尺
度
な-
6」

.

と
主
張
す
。
第
一
の
見
解
は 

.

正
し
か
'る
可
し
、

(

今
日
の
通
說
は
之
に
反
す
れ
共

)

第

1

一
 

の
見

»

は
之
を
誤
謬
な6

と
敎
ふ
る
今

B

の
學
說
を
以

V

 

I h

し
と
す
。
ゴ
ツ
セ
ン
日
く
、

「

M

ff
i

に
對
し
代
價
は® . 

値
と
代
價
の
%
比
例
が
需
要
と
供
給
の
不
均
衡
を
來
し
、 

是
に
由
て
生
ず
る
財
の
量
と
代
價
と
の*

®

が
M

0

に
生 

產
せ
ら
作
*

る
原
子
の
價
値
と
生
産
の
爲
め
の̂
■
と
於 

I E

し
き
關
係
を
保
つ
に
至
ら
し
む
る
限6

に
於V

の
み
關 

係
す」

7

C

O

.玆
に「

正
し
き
•
關
係」

と 
一

K

ふ
は
各
財
の
最
後 

に
砠
1

せ
ら
れ
把
る
單
位
のM

値
と
生
產
®
と
の
比
例
が 

凡
て
の
财
を
通
匕
て
等
し
き
事
を
云
ふ
。
由
是
觀
之
ゴ
ツ 

セ
ン
は

單
に
代
價
と
價
値
の
關
係
如
何
を
述
べ
把
る
の 

み
、
代
價
は
如
何
に
し
て
成'*
:
す
る
於
に
就
て
は
敎
ふ 

る
所
な
し
。

叉

ゴ
ツ
セy

/J
>

货
幣
は
一
物
の
製
作
に
費 

.

し
允
る
勞
働
の
尺
度
な6

と
の
•意
見
を
有
す
る
者
と
せ
ば

75

彼
め
說
は
全
然
正
し
於
ら
卞
。
卽
ち
此
場
合
に
は

一

物
，の 

代
價
は
一
般
に
之
に
投
せ
ら
れt

る
勞
働
に
依
て
定4

る 

事
と
な
る
可
し
。
然
作
共
貨
幣
額
に
て
表
は
^
れ
祀
る
勞 

働
の
對
價
は
決
し
て
勞
働
と
同
價
に
非
る
事
享
樂
財
の
代 

價
胗
其
物
の
價
値
の
表
箪
な
ら
次
る
と
其
理
相
同
b

。

1 

物
の 
一M
手
は
其
物
を
評
價
す
る
事
代
價
よ

6

$
低
く 

叉
賈
手
の
評
價
は
之
よ-
り
名
高
し
。
所
爾
貨
幣
に
て
表
は 

3

れ
f c

る
交
換
價
値
は
生
原
费
と
^
^
者
の
評
價
と
の 

中
間
に
定
ま
る
者
に
し
て
、
ゴ
ツ
セ
ン
の
學
說
は
此
點
に 

關
し
て
缺
階
と
誤
謬
と
を»

す
。
遺
®

と
せ
ぎ

る
可
ら
ざ 

る
な
-
.

C
N
O

ゴ

ツ
セ
ン
は
叉
货
幣
定
量
說
の
«
罾
若
也
。

(

二
百
一 

K

)

日
く
、

「

凡
<
の
商
品
の
代
惯
は
貨
幣
杧
る
可
き
目
的 

物
の
量
の
變
動
に
比
例
し
て
變
動
す
し
と
。

(

ニ
〇
一
頁) 

又
更
に
進
ん
で「

貨
幣
流
通
の
速
度
は
奥
分
量
の
®
加
と 

同
一
作
用
を
な
す」

と
云
へ
A

。
彼
は
金
馓
を
以
て
最
？ 

善
く
貨
幣
把
z>

の
職
分
を
果
す
者
と
し
'、

「

紙
幣
を
排
除
す 

る
は
緊
愈
の
必
要
な6

」

と
主
張
す
0 

ゴ
ツ
セV

は
各
人
は
.其
勞
働
の
果
實
を«

得
せ
3 '
'
る
可 

■
 

0
 

錄
.

■

ら
^

と
の
見
地
よ
6

私
有
財
產
制
を
辯
護
し
、
且

つ「

凡 

て
存
在
す
る
者
は
其
自
身
其
存
在
繼
續
の
資
料
を
#
^
る 

可
ら
ず
、
然
ら
岁
ん
ば
存
在
繼
續
の
理
由
を
失
年

」

•と
の 

理
由
よ
6

、
財
產
の
利
用
を
成
る
可
く
自E b
1 C
せ

ん
事
を 

要
求
せ
6

。
但
し
土
地
に
對
す
る
財
産
は
之
を
共
同
團
體 

に
務
す
を
可
と
す
。
藎
し
此
場
命
人
は
其
土
地
を
最
適
當 

71
る
生
產
に
投
梦
る
や
否
や
全
く
住
意
な
る
^

^
、
人
f t

此 

生
産
の
爲
め
1 C

此
最
有
利
な
る
地
位
を
撰
擇
す
る
事
能
は 

次
れ
ば
/1
6

。
最
後
に
彼
は
信
用
機
關
を
統

一

し
て
、一

般 

國
家
贷
出
金
庫
を
設
く
る
事
を
希
望
し
、
叉
終
身
年
金
の 

制
を
布
か
ん
事
を
提
議
し
終
に
臨
み
、
此
の
如
く
に
し
て 

「

谅
球
1 C

は
究
全
な
る
樂
園f c

る
に
一
の
缺
く̂P

の
な
き 

に
至
る
可
し」

(

ニ
七
六
頁)

と
斷
言
せ
6

0
 

以
上
»

卽
ち
ゴ
ツ
セ
、

\

著
書
の
大
栗
な6

。
著
者
は
其 

所
論
を
誰
明
立
®

す
る
に
當
6

幾
多
數
學
の
方
式
と
記 

號
と
を
使
用
し
允
れ
共
、
彼
の
思
想
は
是
等
の
補
助
手
段 

に
依
ら
次
る
g

充
分
理
解
す
る
事
を
得
。
今
や
此
著
の
經 

濟
理
論
上
に
於
け
る
價
値
に
就
て
は®

を

^

む

の

餘

地

な
 

し
。
吾
人
は
其
一
般t

引
用
せ
ら
れ
、
一
般
に
讃
咬
る
、
濘
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雜
-

錄
'

.

 

、.
 

V

.

の
®

き
を
嘆
せ̂

る
能
は̂

、

余

は

此

書

を

以

て

^'
ら

ゆ 

る
經
濟
學
根
本
槪
念
に
■
す
る
著
作
中
最
名
0 H

し
き
基
礎 

の
上
に
立
ち
、
且
つ
積
極
的
誤
讓
を
藏
す
る
事
最
少
き
者
ん 

な
6

と
斷
言
す
。「

ゴ
ツ
セ
ン」

の
心
理
的̂

! £

は
主
觀
的j 

利
用
を
等
閑
視
す
る
燠
太
利
派
の
限
界
利
用
說
に
比
べ
て 

勝
れ
る
者
あ
6

。
只
、ゴ
氏
於
其
所
謂「

章
樂
學」

ょ
6

出
發 

し
て
經
濟
學
本
來
の
理
論
允
る
交
換
交
易
の
碑
究
に
移
る 

^

き
道
を
發
見
せ3'
'

6

し
は
失
策
と
云
は̂

る
可
ら
梦
0

一
 

然
れ
共
主
と
し
て
交
換
過
程
の
餅
究
に
カ
を
注
ぐ
今
日
の

\ 

經
濟
學
に
取
6

て
は
、
先
づ
嚴
格
に
其
心
理
的
甚
礎
を
吟
‘
 

味
す
る
事
最
S
必
要
な
6

0
之
を
怠
^
/
先
づ
交
換
の
拼
究 

を
以
て
始
む
る
は#

上
に
樱
閻
を
築
く
に
等
し
。
叉

彼

の

\ 

燠
太
利
派
及
.び
亜
米
利
加
の
理
論
學
者
の
如
き
は
經
濟
行 

爲

の
i c

理
的
前
提
を
取
扱
ふ1C
當

ら

.
之

を

明

々

白

々

の

公
 

理
な
6

と
し
て
輕
々
に
斷
ヒ
去
れ
共
、
吾
人
は
與
せ
岁
。 

經
濟
理
論
の
硏
究&

今

後

其

批

評

的

消

®'
的

態

度

を

改

一
 

め
、
方
法
論
に
關
す
る
問
題
を
棄
て
、
經
濟
現
象
の
積
極
一 

的
解
剖
觀
察
を
試
ひ
る
に
至
る
滕
ゴ
ツ
セ
ン
の
著
は
必 

す
や
其
出
發
の
基
礎
を
供
す
可
き
な
ろ
。
此
意
味
に
於
て

' 

.

七
六

「

ゴ
ツ
セ
；

\

に
歸
れJ

と
云
ふ
、
不
可
あ
る
を

見
3 '
'

k

t
な 

6
0 

(

リ
ー
フ
ア
ン
に
據
る
、
四
十
三
年
十
.ニ
另
稿)

77

米

國

憲

法

と

大

統

領

の

權

能s i)

小倉和市

I

北
米
合
衆
國
の
憲
法
於
制
定
せ
ら
れ

v

以
來
其
解
釋
及 

ぴ
指
薄
に
付
き
て
恐
ら
く
何
人
ょ-

最
^P

多
く
責
任
あ 

6

と
認
め
ら
る
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
氏
は
、
 

合
衆
國
の
政
治
組
織
は
機
關
各
部
の
權
限
に
關
レ
て
充
分
一 

な
る
法
文
上
の
規
定
を
缺
く
旨
を
屢
々
公
言
し
杧
6

。
此 

所
說
を
容
認
す
る
と
同
赌
に
機«

各
部
の
分
界
を
明
ら
か\ 

に
し
、
其
運
用
を
圓
滑
な
ら
し
め
ん
於
爲
め
各
部
の
權
限 

爭
議
を
防
止
し
得
可
き
相
互
抑
制
の
方
策
は
案
出
せ
ら
れ
. 

杧
6

。
斯
く
て
各
部
の
專
斷
を
防
逷
し
得
可
き
機
關
は
設 

け
ら
れ
杧
6

と
雖
名
若
し
其
背
後
に
あ6

て
輿
論
の
之
をj 

,

支
持
す
る
名
の
あ
る
な
く
ん
ば
折
角
の
良
法
名
案
名
到
底

( 

權
カ
分
割
の
目
的
を
塗
す
る
こ
と
能
は
^
る
可
き
は
公
法 

の
研
究
に
從
事
す
る3

の
‘
、一

般
に
容
認
す
る
所
な6

。 

佛
國
に
於
て
は
思
想
界
の
奥
底
に
深
く
浸
染
せ
る
諸
種
の 

雜

錄

:

惯
習
あ
ぅ
て
、
此
慣
習
は
政
體
の變
遷
如
何u

拘
ら
t

w

 

に
殘
留
し
て
各
擗
代
の
憲
法
に
對
し
、
其
範
H

i

性
質
と 

の
.點
に
付
き
<

大
な
石
影
響
を
與
へ
杧
ろ0

兎
に
角
國
民 

の
輿
論
が
憲
法
の
上
に
與
ふ
る
影
響
の
重
大
な
る
は
過
去 

の
經
驗
に
徵
す
るS

疑
な
き
所
に
し
て
、
其
最

^p

著
し
き 

例
を
擧
ぐ
れ
ば®

の
所
諧
南
蓝
諸
共
和
國
の
如
き
は
成
次 

法
制
の
上
に
於
て
は
根
本
法
と
し
て
合
^
_
の
憲
法
を
採 

用
し
^

6

と
雖
S

其
政
治
組
織
の
體
欉
於
合
衆
國
の夫
れ 

と

の

差

異

あ

る

は

何

人

と

雖

名

«
^
に
認
識
す
る
所 

な
6

。
若
し
<
ロ
衆
國
の
政
體
に
し
て
果
し
て
從
來
世
人
の 

猶
す
る
於
如
く
與
論
に
ょ
る
政
體
に
し

\

し

广
且
つ
實
際
に 

於
て
2

輿
論
於
過
去
に
於
て
^
MBl
の
法
制
を
文
酣
し
't
e 

る
t 

i

甚
大
な
6

と
せ
ば
、
此
制
度
、が
繼
續
す
る
限

6

輿 

論
S
叉
從
前
の
如
く
尊
重
せ
ら
れ
次
る
可
か
ら
^
る
は
當 

然
な
6

と
ず
。
故
に
合
衆
國
近
代
の
歷
史
は
同
國
の
現
，狀 

於
前
述
せ
る

が
如
き
同
國
政
治
龃
織
の
稂
本
觀
念
を
粉
碎 

し
去
る
か
命̂
-l r
tf
t

J

^
る
を
®

明

し

つ

.
、

^

る

名

の
に
：
^
 

次
る
や
、
換
胄
す
れ
ば
合
^

目
民
は
*

#
福
及
び
進
步
に 

缺
く
可
か
ら

.！u

る
名
.
.の
-aj

信
^

る
一
定
の
^

果
を
.得
ん
と

.、 

•

七
七
■


